
　入院して食事の提供を受けた場合、入院時の食事代から自己負担額を控除した額を支給しますが、
令和6年6月1日より自己負担額が以下のとおり変更となりました。

令和6年5月31日までの
自己負担額

令和6年6月1日以降の
自己負担額

一食につき460円 一食につき490円

保健課　☎028-615-7816上記記事に関するお問い合わせは

医療機関の適正受診をお願いします！

入院時の食事代の自己負担額が変わりました

令和 6 年
6月から

総務課福祉係　☎028-615-7805上記記事に関するお問い合わせは
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:「貯金払戻（解約）請求書」共済提出期限 ：払戻送金日

：各申込書共済提出期限 ：臨時積立振込期限

9月8月

貯金払戻（解約）・臨時積立等スケジュール

　…短期給付は、給付金等の増加により、令和6年4月から短期給付財源率を9.00‰引き上げ103.00‰とし
ました。令和6年6月1日からは診療報酬が改定され、初診料や再診料、入院基本料などが引き上げられた
ことにより、医療費がさらに増加することが見込まれます。
　マイナ保険証を利用することで初診料や再診料が安くなり、医療費や自己負担の削減につながります
ので、マイナンバーカードに健康保険証を登録するようご協力をお願いします。
　また、医療機関を受診する際は、適正受診にご協力ください。

・はしご受診は控える ・かかりつけ医を持つ
・定期的に健康診断を受ける ・重複服薬は控える

適正受診の要点

解約金は、8月29日、9月27日に送
金します。
個人で臨時積立をする場合は、預
入限度額の超過の確認が必要とな
るため、毎月18日までに当組合へ着
金するよう振込み、19日以降は振り
込まないようお願いします。
所属所における提出期限は、共済事
務担当課へお問い合わせください。
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